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別記１ 農用地利用計画 

（１）農用地区域 

 ア 現況農用地等に係る農用地区域 

 下表の「区域の範囲」欄に掲げる区域内の農用地等（農業振興地域の整備に関する法律第３条各号

に掲げる土地）のうち、これまでに除外された土地以外の現況農用地を農用地区域とする。（除外土

地の一覧は別に設ける） 

地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

出雲・Ａ１ 

①東林木町と美談町との境界線 

②斐伊川左岸堤 

③武志町との境界線 

④稲岡町との境界線 

⑤里方町との境界線 

⑥日下町との境界線 

⑦51-（ろ）林班と農地との境界線 

⑧51-（は）林班と農地との境界線 

⑨51-（に）林班と農地との境界線 

⑩51-（ほ）林班と農地との境界線 

⑪52-（い）林班と農地との境界線 

⑫52-（ろ）林班と農地との境界線 

⑬52-（ほ）林班と農地との境界線 

及び 

⑭53-（ろ・は・に及びほ）林班と農地との境界線を順次結んで囲んだ区域 

 

出雲・Ａ２ 

①日下町及び里方町と西林木町との境界線 

②稲岡町との境界線 

③高岡町との境界線 

④大塚町との境界線 

⑤矢野町との境界線 

⑥県道遥堪今市線 

⑦常松町及び平野町と大社町遥堪との境界線 

⑧48-（い）林班と農地との境界線 

⑨49-（い）林班と農地との境界線 

⑩49-（ろ）林班と農地との境界線 

⑪49-（は）林班と農地との境界線 

及び 

⑫49-（に）林班と農地との境界線を順次結んで囲んだ区域 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

出雲・Ａ３ 

①武志町と東林木町との境界線 

②西林木町との境界線 

③里方町との境界線 

④平野町との境界線 

⑤江田町との境界線 

⑥県道遥堪今市線 

⑦昭和４８年１２月２８日付島根県告示第８２９号で決定した用途地域との境界線 

及び 

⑧斐伊川左岸堤を順次結んで囲んだ区域 

 

出雲・Ｂ１ 

①松寄下町、浜町、八島町及び常松町と大社町との境界線 

②県道遥堪今市線 

③昭和４８年１２月２８日付島根県告示第８２９号で決定した用途地域との境界線 

④県道多伎江南出雲線 

⑤神戸川右岸堤 

⑥東園町との境界線 

及び 

⑦荒茅町との境界線を順次結んで囲んだ区域 

 

出雲・Ｂ２ 

①西園町及び荒茅町と大社町との境界線 

②松寄下町との境界線 

③下横町との境界線 

④神戸川右岸堤 

⑤妙見橋 

⑥大島町及び神西沖町と西園町の境界線 

⑦湖陵町との境界線 

及び 

⑧国有海浜地との境界線を順次結んで囲んだ区域から昭和５１年１０月１日付島根

県告示第７１２号で決定した用途地域を除く区域 

 

出雲・Ｃ１ 古志町のうち神戸川左岸側に位置する区域  

出雲・Ｃ２ 

①下古志町及び芦渡町と古志町との境界線 

②乙立町との境界線 

③西神西町との境界線 

④東神西町及び平成町との境界線 

⑤神西沖町との境界線 

⑥大島町との境界線 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

及び 

⑦神戸川左岸堤を順次結んで囲んだ区域 

出雲・Ｃ３ 

①神西沖町及び大島町と西園町との境界線 

②神戸川左岸堤 

③神門町との境界線 

④知井宮町との境界線 

⑤芦渡町との境界線 

⑥乙立町との境界線 

及び 

⑦湖陵町との境界線を順次結んで囲んだ区域から、｢東神西町 949-1 を起点に同

963、同 1143-3、市道神待高岩線、市道本神西 159 号線、九景川左岸堤、神西湖

岸、小和田山鼻、市道小和田線、市道吉場線、㈱ＪＲ西日本の鉄道軌道敷地、及び

県道多岐江南出雲線を順次結んで囲んだ区域｣を除いた区域 

 

出雲・Ｄ１ 

①県道出雲三刀屋線 

②雲南市三刀屋町との境界線 

③稗原町との境界線 

④宇那手町との境界線 

⑤朝山町との境界線 

⑥上塩冶町との境界線 

及び 

⑦昭和４８年１２月２８日付島根県告示第８２９号で決定した用途地域との境界線を

順次結んで囲んだ区域 

 

出雲・Ｄ２ 

①稗原町及び宇那手町と大津町との境界線 

②船津町との境界線 

③上島町との境界線 

④西谷町との境界線 

⑤雲南市三刀屋町との境界線 

⑥見々久町との境界線 

⑦所原町との境界線 

及び 

⑧朝山町との境界線を順次結んで囲んだ区域 

 

出雲・Ｄ３ 

①見々久町と野尻町との境界線 

②稗原町との境界線 

③宇那手町との境界線 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

④船津町との境界線 

⑤大津町との境界線 

⑥昭和４８年１２月２８日付島根県告示第８２９号で決定した用途地域との境界線 

⑦古志町と馬木町と神戸川左岸堤の交点の対岸に位置する神戸川右岸地点 

⑧古志町と馬木町と神戸川左岸堤の交点 

⑨古志町との境界線 

⑩乙立町との境界線 

⑪佐田町との境界線 

及び 

⑫雲南市三刀屋町との境界線を順次結んで囲んだ区域 

出雲・Ｄ４ 乙立町全域  

平田・Ａ－１ 

  ①湯屋川中筋橋北詰、灘分南北幹線２号市道中筋浜線接点 

②新田 4101、同 4110、同 4109宅、同 3452-2、 同 3187、同 2982-1、同 2960-1、平

田船川右岸堤防下 

③平田船川明川橋東詰、桧山橋明川線、県道小伊津港線接点、 

同線市道布崎浜線接点 

④同線新田多久谷灘線、同線多久谷灘寺谷線接点、同線多久川右岸堤防下 

⑤同堤防下多久灘橋西詰、字浜往環道上 3-1、同 3-2、平田船川左岸堤防下 

及び 

⑥同堤防下、桧山橋経由、同河川対岸右岸堤防下、同堤防沿湯屋川左岸合流点、

同河川左岸を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｂ－１ 

①字古川 2610 湯屋谷右岸堤防、主要地方道斐川一畑大社線交点 

②同線斐伊川左岸堤防交点、同堤防市上水道浄水場接点 

③市道灘分 14号線市道灘分南北幹線 2号線交点南 50m 

④市道灘分東西幹線 1号線市道灘分南北幹線 2号線交点北 50m 

⑤灘分町 1257 宅、1250宅、1161宅、1005宅 

⑥一畑電気鉄道、市道竿井手通り線接点(1123 宅) 

及び 

⑦市道竿井手通り線を順次結んで囲んだ区域の現況農用地 

 

平田・Ｂ－２ 

①斐伊川左岸堤防主要地方道斐川一畑大社線交点 

②同線湯屋川右岸堤防交点 

③湯屋川、舟川右岸堤防沿、平田船川排水機場、論田川排水機場 

④宍道湖岸堰堤沿斐伊川左岸堤防接点 

及び 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

⑤斐伊川左岸堤防を順次結んで囲んだ区域 

平田・Ｂ－３ 島村町全域  

平田・Ｃ－１ 

①斐伊川左岸堤防字一の切 199-4、市道灘分 47 号線、市道灘分 7 号線字一の切

197 

②市道浜井手通り線字一の切 164-2 

③同線原添 1132-1 

及び 

④斐伊川左岸堤防を順次結んで囲んだ区域に次の地番を加える 

㋐ 灘分町(灘分上部土地改良区域) 

337-1、340-1、340-2、340-3、346-1、346-2、347-1、347-2、347-3、350-2、 

350-3、354-1、354-2、355-1、355-2、367-3、367-2、367-1、371-3、371-2、 

371-1、369-3、369-2、369-1、375-2、375-1、376、377、378、384-1、385-1、 

386、388-1、388-2 

 

平田・Ｃ－２ 

①県道出雲平田線市道京塚線接点(字京塚 1906-3) 同線国道 431 号線接点(字薮

崎 1551-9) 

②国道 431 号線、字大向 782-2 

③一畑電鉄軌道字落合 533 

④同軌道字落合 454 

⑤字落合 461、同 462、市道国富 3号線接点 

⑥同線市道口宇賀西代本線交点 

及び 

⑦同県道出雲平田線接点を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｃ－３ 

①国道 431 号線字蓮田 1551-9、市道藪崎橋線、船川右岸字薮崎 1643 

②船川右岸字藪崎 1653、同川右岸沿なめら橋県道鰐淵寺線交点 

③同線県道十六島直江停車場線、市道口宇賀西代本線交点(字堀越 202-1) 

④同線字堀越 40、同 36-2、同 17-1、下椿池下、同 8-2、 同 1-1、さざら池下、市道

国富 69号線、字坂本 1649-2 を結んだ線 

及び 

⑤国道 431 号線交点を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｃ－４ 

①字中島 543 

②市道国富 58号線市道国富大津線接点 

③同線市道国富 46号線交点、同線市道国富 31号線接点 

④同線市道国富 29号線接点 

⑤同線国道 431号線交点、同線東林木町美談町境界線接点 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

⑥同境界線県道出雲平田線斐伊川左岸堤防下接点 

及び 

⑦同線市道口宇賀西代本線交点を順次結んで囲んだ区域 

平田・Ｃ－５ 

①字馬場 54宅、県神社境内西寄字旅伏桧木廻 2113-1 

②字荒木 97宅、同 128宅、同 266宅、同字西谷 1820 

③字荒木 280宅、同 291宅、同 329、興源寺境内 382宅、 東林木町美談町境界線 

④同境界線国道 431号線交点 

⑤国道 431 号線、市道美談住宅東禅寺東線接点 

⑥同線字荒木 467宅、市道国富大津線字荒木 58宅、字荒木 47宅 

及び 

⑦市道国富 31号線、市道国富 46号線を順次結んで囲んだ区域 

 

 

平田・Ｄ－１ 

①市道美野本線市道西側線接点字須山 489、同線 

②字目久利 251、目久利谷南側水路沿目久利池下 221-1、同 221-1北側市道目久

利線市道西側線接点 

③同線、市道長安寺下線、市道長安寺線、字尺ﾉ内 330 

④尺ﾉ内池南側水路沿字池下 336、市道尺ﾉ内線 

⑤283-(ほ)、284-(い)各林班と農地境界線、 字平見谷 3218-1、字平見谷 3217、野

郷町小境町境界線、字平見谷 110、平見谷池西北端、字平見谷 92 

⑥市道平見谷線 81-1、180-2 

⑦字穴の谷 1572 

⑧290-(い・ろ・は・に・ほ・へ)各林班と農地境界線、市道伊野本線字湯屋谷 624-5 

⑨291-(い・ろ・は)各林班と農地境界線、市道伊野本線湯屋谷 623-4 

⑩市道伊野本線五三橋、字五三尻 617-1 

⑪292-(い・ろ・は・に・ほ)各林班と農地境界線、市道伊野本線字五三尻 602 

⑫同線字原 555、字廻田 1093-1、293-(い)林班と農地境界線、宮廻池堤防沿 

293-(は)林班 

⑬293-(は)林班境,出雲市松江市境界線 

及び 

⑭同境界線、国道 431号線、同線沿い市道美野本線を順次結んで囲んだ区域に次

の土地を加える 

㋐美野町 291-1、294-2、295-1、298-1、303、305、306 

 

平田・Ｄ－２ 
①市道平見谷線市道西側線交点、同線字蔵仙 259-1、字蔵仙 295 

②野郷町小境町境界線字蔵仙 3188、同境界線、市道小境伊野線接点 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

③同線字大畑 421 

④加古作道、伊野小学校南側、市道伊野本線 

⑤同線垂水橋、289-(へ)林班と農地境界線 

及び 

⑥市道伊野本線市道平見谷線接点を順次結んで囲んだ区域 

平田・Ｄ－３ 

①市道大床線終点(字大床 1489-1)、同線市道平田松江幹線、大床池南端、字東谷

922 

②字西谷 671、市道高山西谷線字西谷 716、高山作道経由、字空山 771、市道大床

三ﾉ谷線字杉畑 718-3 

③松江市出雲市境界線接点 

及び 

④同境界線、十膳山々頂を順次結んで囲んだ区域に次の土地を加える 

㋐野郷町 31-1、32-1、33-1、34-1、35-1、36-1、44-1、44-2、45-1、90-1、91-1、 

92-1、93-1、94-1、95-1、96-1、97-1、98-1 

 

平田・Ｄ－４ 

①字中倉 1287-1乙木池、市道乙木線字中倉 1306 

②市道大畑畑線字乙木 1406-3 

③285-(い・ろ・は)各林班線小境町側約 20ha 

④286-(い・ろ・は)各林班線 

⑤市道宮谷線、市道伊野本線、伊野川 

⑥288-(ほ)、289-(い)各林班と農地境界線、市道三の谷線字竹林 1184 

及び 

⑦同線字原田 581-2、市道伊野本線を順次結んで囲んだ区域に次の土地を加える 

㋐庄田 600-1、600-2、600-3、603-4、603-5 

㋑籠井手 740、741、746、752、753-1、754-1 

㋒杉畑 732-1、737-1、738-1 

 

平田・Ｄ－５ 

①字竹林 1184、市道三の谷線、市道大床三の谷線 718-3、松江市出雲市境界線 

接点 

②同境界線沿三の谷溜池堤防南端 

③字宮の上 1018、松江市境界字蛇ｹ平 3682、同境界線字川原田 2610 

④字焼火 2458 宅、市道伊野本線接点字岩屋口 2335 

⑤同線字宮の谷尻 1932、伊野川、字宮の谷尻 1933-2、同川字前田 1997 

及び 

⑥288-(ほ)、289-(い)各林班と農地境界線を順次結んで囲んだ区域に次の土地を 

加える 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

㋐後谷 764-1、765-1、765-2、766-1、766-2、 767-1、775-4、776-10 

平田・Ｅ－１ 

①学表 1774、279-(い・ろ)各林班と農地境界線、字横枕 2375、字細田 566宅、字清

水 577宅,、字半化 1622 

②280-(い・ろ)各林班と農地境界線、内字平見谷 110、小境町と野郷町の境界線、

市道平田松江幹線 

③281-(い)林班と農地境界線(一部圃場整備田境界線)と内小分班 45-64 を結ぶ線 

及び 

④281-(ろ)林班と農地境界線(一部圃場整備田境界線)、1777 宅、一畑電鉄軌道を

順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｅ－２ 

①字口伝 41-3、圃場整備境界線沿字大門堤内 292-2、同 2016、小境町鹿園寺町

境界線字上井 2021-1、字上ﾉ北 285-1 

②字新宮 165 宅、桑廻池に結ぶ線、271-(い)林班一部 

③271-(ろ)林班の鹿園寺町境界線市道妙見一畑山線接点 

④272-(い )、271-(ろ)林班境界線沿滝の前橋、272-(い・ろ)、277-(い・ろ・は )、

278-(い)各林班と農地境界線 

及び 

⑤539 宅、市道的場松尾橋線、456 宅、市道小境灘本線接点、同線主要地方道斐

川一畑大社線を順次結んで囲んだ区域に次の土地を加える 

㋐穴田 383-6、 383-10、383-11、383-12、 383-13、383-1 

 

平田・Ｅ－３ 

①市道園焼山線国道 431号線接点,同線字すはで 219-1 

②257-(ろ)、258-(い・ろ)各林班と農地境界線、三ﾂ越池北端、市道園宮廻線、作道

三ﾂ越線、市道布崎苅藻谷線接点字権現谷 1039、260-(い)林班境界及び農地境界

線沿い納蔵溜池北端 

③260-(い)、261-(い・ろ)、265-(ろ)、266-(い・ろ)、267-(い・ろ)各林班と農地境界線、

字土井 2021-1、字大門堤内 2016、字馬場 446宅 

④267-(ろ)、269-(い)の一部各林班と農地境界線 

及び 

⑤市道鹿園寺東線 226-1宅、同線鹿園寺西線接点、同線国道 431号線接点、同線

を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｅ－４ 

①字山下 1622、市道御頭田合ｹ谷線、市道園別所線、別所大池南端、257-（い）林

班と圃場整備田境界線、市道別所大廻線、市道園別所線字すはで 219-1 

②市道園焼山線 

及び 

③市道中島鹿園寺線、国道 431号線を順次結んで囲んだ区域 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

平田・Ｅ－５ 

①境川境橋西端、市道中島鹿園寺線、国道 431号線、字南船川沿北 1559-1宅、市

道新田布崎線、一畑電鉄軌道、字沖の島 1529-1 

②市道布崎会場西線(接する農地含む)、沖の島 1546-1、北船川右岸堤防沿字沖

の島 1537-1 

及び 

③平田船川左岸堤防、宍道湖岸堤防、境川を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｆ－１ 

①国道 431 号線市道布崎苅藻谷線交点、同線字桃の木原 1030 

②作道苅藻谷線字苅藻谷 987 

③字苅藻谷 1071、作道三ﾂ越線交点、 255-(い)林班と農地境界線(字権現 1045の

2)、作道木床線字木床 1423、同 1421、作道菅沢線字佐白 1215-25 

④作道菅沢線 

⑤同線字菅沢 1228-1宅、作道清水廻線 

⑥同線市道布崎苅藻谷線交点 

⑦同線字伊屋谷越 973、1395-6 嶺線、作道姪ｹ廻線、市道多久苅藻谷線字江田越

1390 

⑧同線作道平谷越線、字姪ｹ廻 937-1、大慶寺奥の院 

及び 

⑨市営鳴竹住宅山頂旭が丘 898、1380 宅、892 宅農地境界線、国道 431 号線を順

次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｆ－２ 

①多久川多久灘橋東詰、多久川左岸堤防沿字字筒井 24宅 

②作道拝田谷線、字秋廻 106宅、同 117宅、同 128宅 

③相田廻池下字相田廻 135-3、1163、字勝負廻 202宅、字あづが谷 227宅 

④作道あづが谷越線市道多久線接点、同線字代官家前 271-1宅 

⑤字菅沢 328-2 宅、字宮向 332 宅、字ほり田 343 宅、各農地境界線、市道多久郷

坪湯屋谷線交点 

⑥字湯屋谷 355宅、作道湯屋谷越線接点、字湯屋谷 367宅、字馬の谷 391 宅 

⑦農地境界線、湯屋谷池,湯屋谷池水路 

⑧字ｶｾ崎 423、市道多久客の前線市道門畑八田谷線接点 

⑨市道門畑八田谷線、八田谷大池下農地境界線、字桜林 483宅、水路沿市道多久

苅藻谷線接点 

⑩市道多久苅藻谷線、字江田 525宅、江田池下、字江田 541宅水路沿市道多久姪

ｹ廻線交点、 水路沿市道寺谷線交点 

及び 

⑪字大畑 844 宅、市道大灘線を順次結んで囲んだ区域 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

平田・Ｆ－３ 

①市道多久谷灘寺谷線、市道多久谷灘寺床線接点 

②同線字遠所 571宅、市道上岡田遠所線、遠所池北側堤沿北端 

③上岡田町境界線字遠所 2109、同 2113、嶺線を経て字水口 2120、市道多久谷灘

寺床線字榎ｹ所 691-1 

④同線字矢入道 1379-1、農地境界線沿、祝廻池 1号 2号、作道祝廻越線、片面山

水路接点 

⑤同線沿、字乳母ｹ谷 1436 宅、別所神社参道接点、池田池下字別所 1509 宅、同

1493宅下一本松尻水路、市道一本松線市道内ノ池本線接点 

⑥市道内の池本線字下床 1669 宅、字於坪谷 1772、嶺線、作道妙蔵寺越線交点、

同線市道多久谷灘寺床線接点、同線作道天高鼻線、市道多久谷畑線 

⑦同線沿字小山 1037-1宅 小山谷嶺線、同線熊野神社字奥上 931宅、農地境界、

字古屋敷 835 宅、市字前田 796 宅、市道多久谷畑線、同線字落合 734-4、市道多

久谷東線字枕廻 689宅 

及び 

⑧作道枕廻線、嶺線、字尾添415宅、市道多久谷東線字蔵屋敷343宅、同線、市道

布崎浜線、多久川左岸堤防、市道多久谷灘寺谷線を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｆ－４ 

①市道布崎浜線市道岡田西線接点、同線字竹の崎 369宅、字丸山 1393、同 1397、

字奥 1419-2、同 212、作道飯山線、字鍛冶畑 156-1 

②市道飯山山根線、市道飯山上岡田線、市道飯山尾添線、市道尾添尾根持田線、

市道飯山上岡田線、市道岡田東線 495-1、市道平田松江幹線、同線、市道岡田東

線 469-5、市道岡田東線 

及び 

③同線沿字延手 425 宅、作道筒部越線、嶺線、作道本寿寺越線、本寿寺池下字山

根 76 宅、字妙福寺参道入口、市道布崎浜線を順次結んで囲んだ区域に次の土地

を加える 

㋐岡田町 470-2、471-1、472-2、472-3、495-1 

 

平田・Ｇ－１ 

①県道小伊津港線天神橋北詰 

②同線左岸堤防沿山崎橋北詰、市道牧戸門原線市道久多美神社船廻線 

及び 

③県道小伊津港線を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｇ－２ 

①市道牧戸門原線市道牧戸廻田線接点、同線本庄町境界 

②同境界線、本庄町字ｶｸｼ堀 443字寺向 986-1、字四久保田 987-2、同 998-1、 

嶺線、作道西谷池線、西谷池南端 

③西谷池堤防下水路、市道久多見西線、市道臼井谷線、池田池堤防南端 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

④嶺線沿い、市道山崎竹下線字畑 1408 宅、同 1047 宅前、1039 宅前、1024 宅、

1016宅,市道東福畑線 

及び 

⑤市道山崎竹下線、市道門明羽根岸線、字門明 907 宅、勝永寺、市道勝永寺線、

市道山崎竹下線、市道牧戸門原線を順次結んで囲んだ区域 

平田・Ｇ－３ 

①市道愛宕町牧戸線市道牧戸団地南線接点、同線都市計画区域境界線、平田高

校校庭南側、墓地公園北側、ﾋﾗﾀ精機敷地北東側、1771 宅、保安林境界沿本庄町

境界線接点 

及び 

②同境界線市道牧戸廻田線接点、同線沿市道愛宕町牧戸線接点を順次結んで囲

んだ区域 

 

平田・Ｇ－４ 

①市道布崎浜線県道小伊津港線接点、同線市道能登線接点、同線市道飯山上岡

田線接点、同線市道尾添尾根持田線接点、同線市道飯山尾添線接点 

及び 

②市道布崎浜線字大山 1448-1、市道布崎浜線を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｇ－５ 

①市道牧戸門原線市道臼井谷線接点、同線久多見町字臼井 1、同 726-1宅、 

同 760-3宅、同 791宅、227-(い)林班小分班 30,29,27,13,9、227-(ろ)林班小分班 30

池下、農道 22嶺線交点、嶺線沿、池田池南端 

③市道臼井谷線、市道久多見西線、耕地沿西谷池南端、作道西谷池線沿嶺線接

点、字池の奥 501宅、同 486宅 字楠 607宅、字猿喰 243-1、農道沿い明地池 

及び 

⑤市道明地池通り線、市道君ｹ崎伊儀線、市道野石谷線、県道小伊津港線、市道

久多美神社船廻線、市道牧戸門原線を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｇ－６ 

①県道小伊津港線市道野石谷線接点、同線市道君ｹ崎伊儀線、市道明地池通り

線、農道沿字矢の尻 252 

及び 

②字大平 1087-1、野呂志神社字宮脇 665、同 783、同 861、同 857、同 725、嶺線沿

い作道松倉線、県道小伊津港線字川尻 1009、同線を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｇ－７ 

①市道能登線県道小伊津港線接点、同線字川尻 1009 

②235-(い・ろ)、237-(い・ろ)各林班と農用地境界線 

③字一久保田 1123-2、莚手 1564北端 

④多久谷町上岡田町境界線字塚原 1558 

⑤上岡田町字池久保 905、林市道内ﾉ池本線境界線交点 

⑥238-(い・ろ)各林班境界線沿字遠所 2109、同 2113 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

及び 

⑦238-(は)林班境界線沿市道能登線交点、同線を順次結んで囲んだ区域 

平田・Ｈ－１ 

①県道鰐淵寺線市道薮崎小池谷線、同線市道平田後山線、小池堤防下、223-(に)

林班と農地境界線、奈良尾池堤防下 

②奈良尾池東側、保安林境界線、東福町境界線、市道牧戸廻田線交点、同線市道

奈良尾廻田線、市道平田松江幹線、市道森崎大歳線、林道庵地東谷線、市道原屋

浄蓮寺線、字庵地 18-2、同 16 

及び 

③平田船川、県道十六島直江停車場線、県道鰐淵寺線を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｈ－２ 

①県道十六島直江停車場線平田船川分岐点、同川、字庵地 16、同 18-2、市道原

屋浄蓮寺線、林道庵地東谷線 

②市道森崎大歳線、市道森崎奥山線、市道森崎禅林寺線、市道平田松江幹線 

及び 

③市道農協西田支所前線、県道鰐淵寺線、県道十六島直江停車場を順次結んで

囲んだ区域 

 

平田・Ｈ－３ 

①市道森崎奥山線市道森崎大歳線接点、同線市道平田松江幹線接点、同線沿字

角田 441宅、西谷川、字寺向 986-1、字四久保田 987-2、市道廻田池西谷線字千束

495 

及び 

②220-(い)、219-(ろ)各林班と農地境界線、字樋の口 692、小堤池、字鶴屋 7宅、市

道中西大歳線、市道森崎奥山線を順次結んで囲んだ区域に次の土地を加えた区

域 

㋐大歳 210-2、215-1、215-2、215-3、215-4 

 

平田・Ｈ－４ 

①字九反庄 661-2、農道沿辰の前池下、同池西沿い、市道森崎禅林寺線、県道十

六島直江停車場線、万田大橋、西谷橋、深山橋経由同線接点、同線小津町境界 

②214-(い・ろ)、215-(い・ろ)各林班と農地境界線 

③字西谷 1179-3、215-(ろ・は)各林班界、市道尾添谷支線字尾添 1492 

④216-(い)林班と農地境界線、市道奥堀繁本線接点、同線市道森崎奥山線接点、

同線沿字溝打 285-1 

及び 

⑤217-(ろ)林班と農地境界線、市道森崎奥山線市道森崎禅林寺線接点、同線市道

平田松江幹線交点、同線を順次結んで囲んだ区域 

 

平田・Ｈ－５ 
①字峻之前 4-3、県道鰐淵寺線、208-(い・ろ・は)南側各林班と農地境界線 

②字掘坂 1084-4 宅、同 1055 宅南方 200m、字雑土ｹ谷尻、1030 宅南方 100m、字
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

若大谷尻 1020 宅南方 100m、市道光尾谷布勢線市道布勢谷線接点 

③市道布勢谷線市営焼却場跡地より南方 200m、字 319-(い)林班小分班 45-1、

210-(い)林班小分班 36,41,55、市道光尾谷布勢線字宮下 982-2、同線字坂の下

894-4、同 889-3 

④211-(い)林班と農地境界線、田仲橋、字宮ﾉ下 999宅と字廻 986宅を結ぶ線 

⑤字廻 986宅、字掘坂 1039-1宅北方 100m、字坂下 530宅 208-(は)北側林班と農

地境界線 

⑥常楽寺池下、県道鰐淵寺線接点、同線市道光尾下線接点、同線沿字小横田

1390、同 1392、字古池 1389、字小横田 1398、同 1394-1、字奥屋敷 441宅 

及び 

⑦213-(い・ろ)各林班と農地境界線、農道接点西谷橋、万田大橋,県道十六島直江

停車場線、市道農協西田支所前線を順次結んで囲んだ区域 

平田・Ｈ－６ 

①県道鰐淵寺線市道堤廻線接点、211-(ろ)林班と農地境界線、市道奥宇賀河下線

県道鰐淵寺線接点 

②同線主要地方道斐川一畑大社線接点、同線市道和田学校線、市道和田線、

212-(い)林班と農地境界線 

③市道和田学校線県道鰐淵寺線接点、字同線沿農地南側水路、市道和田小津線

県道鰐淵寺線接点 

及び 

④212-(い)林班東側農地境界線沿字菅代 1313、嶺線、317-(ろ・は)、212-(ろ)林班

境界線、字菅代 1323-1、同 1323、212-(ろ)林班と農地境界線を順次結んで囲んだ

区域  (ただし港湾隣接地域を除く) 

 

平田・Ｋ－１ 

①字鍛冶屋 367、市道鰐淵 1号線、不動橋 

②字駄畑 301-3宅、324-(に)林班と市道鰐淵 2号線交点 

③329-(い)林班小分班 61、河下浄水場、329-(ろ)林班小分班 5、329-(い)林班南境

界線西端 

④同境界線、329-(に)林班南境界線接続、同線沿旧市道猪目遙堪線交点(字砂田

252) 

⑤325-(い)林班小分班 5、324-(は)林班小分班 36-1、324-(ろ)林班南境界線林道唐

川東山線交点、324-(ろ)林班小分班 89,14 

及び 

⑥字峠の後 99 宅、同 111 宅、字大角 183 宅、字中筋 332 宅、市道鰐淵 16 号線市

道鰐淵 17号線接点、市道鰐淵 16号線を順次結んで囲んだ区域 

 

佐田・Ａ－１ （朝原）  
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

佐田町朝原 

佐田・Ａ－２ 
（原田） 

佐田町原田 
 

佐田・Ａ－３ 

（須佐） 

①401-(い)林班小分班 1須佐川との交点、405-(ろ）林班小分班 87及び 88の接点、

同林班 86,85,84,82,80,76 を結ぶ線 

②405-(ろ)林班及び 405-(い)林班北側農用地境界線、405-(い)林班小分班 6、原田

字界交点、同字界、県道宮内掛合線交点 

③須佐川右岸堤防、須佐、原田交点 

④404-(ほ・に・ろ・い）各林班、403-(い・は)各林班、原田との境界線 

⑤403-(い・は)各林班交点、同林班境界線 

⑥403-(い)林班小分班 95 と 96の接点、同林班西側農用地境界線、県道三刀屋佐

田線との交点 

⑦同県道、402-(に)林班小分班 97,98 を囲み、402-(に・は)各林班南側農用地境界

線、402-(は)林班小分班 22、402-(は)林班界、402-(い)林班界交点、402-(ろ)林班

小分班 12,11,20,49,48,47,46,39 を結び同 24,22,21,16,14,11 を結んだ線 

及び 

⑧402-(は)林班小分班 10,9,7,5,4,3,2,1、402-(い)林班小分班 81,80,79 を結んだ線、 

402-（い）林班、401-(ろ・い）各林班南側農用地境界線を順次結んで囲んだ区域 

 

佐田・Ｂ－１ 

（反邊） 

①須佐橋、主要地方道湖陵掛合線、久光寺前農道久光寺熊谷線、市道中学校口

平田線交点 

②441-(は)林班小分班 9,7,6,5,4,2 を結ぶ農用地境界線 

③441-(は・ろ）各林班、442-(ろ)林班交点 

④442-(は)林班に接する 440-(ろ)林班、440-(い)林班境界線、439-(い)林班境界

線、県道三刀屋佐田線交点、同県道沿いに 439-(い)林班小分班 33交点、438-(い)

林班小分班 3,2,1 を結び、437-(は)林班に接する 438－(い)林班境界線 

⑤大呂字界との交点、同境界線、県道佐田八神線交点、波多川左岸堤防を下り、

436-(は)林班小分班 48交点 

及び 

⑥436-(は・ろ・い）各林班農用地境界線を順次結んで囲んだ区域に次の土地を加

える 

㋐446-(い)林班西側及び 445-(い)林班北側に隣接する現況農用地 

㋑444-(ほ)林班東側に隣接する現況農用地 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

㋒佐田大橋～高貝橋間について、神戸川左岸堤防と国道 184号線に囲んだ区

域の現況農用地 

㋓八幡原境界～佐田大橋間について、神戸川右岸堤防と国道 184号線に囲ん

だ現況農用地 

㋔443-(い)林班小分班 2,7,8,9,11,13、443-(ろ)林班小分班 22-1,22,25,26及び

442-(い)林班小分班 16,15,12,18に接する農用地境界線と、林道桐谷線、国道

184号線に囲まれた区域の現況農用地 

㋕443-(ろ）林班小分班 26,29,32,32-2,33に接する農用地境界線と、林道桐谷線

に囲んだ区域の現況農用地 

㋖443-(ろ)林班小分班 1,8-1,8-2及び 443-(い)林班小分班 28,24,32,29に接する

農用地境界線と、八幡原境界線に囲んだ区域の現況農用地、採草放牧地 

佐田・Ｂ－２ 

（大呂） 

①447-(い・ろ）林班、448 ｰ(い)林班、449-(ろ)林班を結ぶ線 

②450-(い)林班、452-(い)林班小分班 12,13,16,15,17,21,22 を結ぶ境界線 

及び 

③451-(ろ)、461-(い・ろ）各林班、467林班に接する 461-(ろ)林班、461-(は・に・ほ)

各林班、462-(い・ろ）各林班、463-(に)林班、464-(い・ろ）各林班の外円境界線を順

次結んで囲んだ区域 

 

佐田・Ｂ－３ 

（西山中） 

①反邊と大呂字界、463-(に)林班に接する 465-(ろ)林班境界線 

②462-(い)林班に接する 466-(ろ)林班、461-(ほ)林班境界線 

③461林班に接する 467-(い)林班境界線 

④吉野字界、高津屋境界線 

及び 

⑤東村境界線以上の外円線を順次結んで囲まれた区域 

 

佐田・Ｃ－１ 

（吉野） 

吉野全区域に、次を加えた区域 

①上橋波 507-(い）林班小分班 6,7、508-(い）林班全域 

②509-(い）、508-(い)各林班境界線、飯南町の境界線で囲んだ区域 

 

佐田・Ｃ－２ 

（橋波） 

①上橋波長川原 510-(い）林班小分班 4、神戸川交点、510林班、511林班、512林

班に接する農用地境界線 

②513-(い),（ろ）各林班境界線、513-(ろ)林班小分班 24,23に接する主要地方道大

田佐田線交点 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

③513-(い),（ろ）各林班に接する農用地境界線、国道 184号線、504-(い）林班、

505-(い）林班、506-(い)林班に接する農用地境界線、同国道交点を順次結んで囲

んだ区域 

佐田・Ｃ－３ 

（窪田） 

①市道窪田八幡原線、485-(い)林班小分班 66 との交点、485-(い)林班に接する

486-(い)林班、487-(ろ)林班境界線 

②銀山谷協営農場下を沿って、県道佐田小田停車場線、町三叉路、484-(い)林班

に接する農用地境界線 

③佐津目字界交点、伊佐川横断 483-(ろ)林班境界西側農用地境界線、483-(い)林

班東側境界に接する農用地境界線 

④482-(い)林班小分班 90 との交点、同林班界、481-(い)林班小分班 48から同

44,43,31,16,15,9 を結ぶ線 

⑤神戸川右岸堤防を下り高津屋字界交点 

⑥480-(ろ)林班境界線、東村境界線、舟岡（ろ）林班 108交点 

⑦神戸川右岸堤防を順次結んで囲んだ地域 

⑧高津屋 

以上の区域 

 

佐田・Ｃ－４ 

（佐津目） 

①中佐津目、大田市境界、518-(い)林班の農用地境界線 

②519-(い・ろ）各林班に接する農用地境界線、519-(い)林班小分班 39,52接点から

同 40,42,43,44,45 を結ぶ線 

③小田国有林東側境界線、多伎町境界、519-(い)林班小分班 59と 66交点、同境界

線、同林班 61,60東側境界、県道窪田山口線交点 

④同県道、一窪田字界との交点、515-(い)林班中曽山、516-(い）林班接点、同林班

界、伊佐川交点 

⑤516-(い）林班北側境界線に接する現況農用地境界線 

⑥517-(い）林班小分班 2,5,6,7,8を同班との境界線 9,1,13,16,19東側界を結んで大田

市境界線を順次結んで囲んだ区域 

 

佐田・Ｃ－５ 

（毛津） 

①520-(い)林班、市道才谷三叉路交点、521-(い)林班、487-(ろ)林班東側境界線 

②487-(ろ)林班小分班 18,20 を結ぶ線、521-(い)林班 76,75、同林班南側境界線

128、130交点 

③485-(い）林班西側銀山谷協営農場に沿って 484-(い）林班小分班 112、市道窪田

秋竹線に沿って現況農用地境界線 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

④多伎町界線、毛津山三角点、522-(い)林班の接する林班界、多伎町及び湖陵町

界線を順次結び囲んだ区域 

⑤毛津 136、136-1、137-1、138、138-1 

佐田・Ｃ－６ 

（栗原） 

①486-(い)林班境界と神戸川交点 

②486-(い）林班、同班境界線、487-(い）林班、485-(い）林班交点 

③485-(い）林班、488-(い）林班東側境界に接する現況農用地境界線 

④主要地方道湖陵掛合線 488-(い）林班小分班 17 との交点 

⑤才谷川、同神戸川合流点、神戸川右岸堤防とを順次結んで囲んだ区域 

 

佐田・Ｃ－７ 
（東村） 

東村地内の現況農用地 
 

佐田・Ｃ－８ 

（八幡原） 

①市道栗原大橋、神戸川左岸堤防を下降し、反邊界交点 

②470-(い）林班小分班 4,5,7,8,10,9,12,13 を囲んだ現況農用地境界線 

③国道 184 号線、470-(い）林班、471-(い）林班境界線を順次結んで囲んだ区域 

④県道湖陵掛合線湖陵町境界、投田橋才谷川より神戸川左岸堤防を下降し、反邊

界及び 472-(い）、473-(い）、474-(い）林班と現況農用地境界線を結んで囲んだ 

区域 

⑤472-(い）林班小分班 20,21,23,24,30-1,32,33,34,35,36,38,39,44,45 を結び囲んだ 

区域 

⑥八幡原 725-1、715-2、1348、1350、725-2、680-4、680-2、680-1、681、681-1、

680-3、683-1、682、683-2、683-3、684-1、684-3、687、688-1、689-2、690、688-2、

689-1、686 

 

多伎・Ａ－１ 

1．市道久村～西浜線 

2．湖陵町境 

3．国道 9号線 

4．市道手切芽線 

 1～4 を順次結んで囲んだ区域 

 

多伎・Ａ－２ 

1．国道 9号線 

2．長沢水路 

3．601-(い)林班小分班 42,41,40,39 と農地の境界線 

4．国道 9号線 

5．601-(い)林班小分班 22,21,20,19,18,17 と農地との境界線 

6．久村中央自治会館 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

7．市道久村～西浜線 

8．市道琴平線 

9．市道向線 

10．市道武田線 

11．JR山陰本線 

12．607-(い)林班小分班 72,71,70 と農地との境界線 

13．市道大西新線 

14．607-(い)林班小分班 61,60,59,56,47,40,37,34,33,32,50,29,28,27,25,23, 22, 21,20, 

19,18,17 と農地との境界線 

15．市道矢平田線 

16．606-(い)林班小分班 82,81,79,78 と農地との境界線 

17．市道矢平田線 

18．市道花蔵～後谷線 

19．市道鉱山線 

20．市道大西新線 

21．605-(い)林班小分班 32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,21,20,19,18,17,16,15 と農地と

の境界線 

22．市道大西新線 

23．久村川・市道赤松線 

24．602-(い)林班小分班 23-1,20 と農地との境界線 

25．中立川 

26．県道多伎江南出雲線 

27．市道五反田線 

28．601-(は)林班小分班 27,26,28 と農地との境界線 

29．市道長沢線 

30．国道 9号線   

1～30 を順次結んで囲んだ区域に次の土地を加える 

(Ｈ6.1.24 編入） 

1253-2、1254-5、1253-1、1253-11、1251-1、1250-1、1246-1、1244-1、1243-6、 

1243-1、1242-6 

(Ｈ13.3.15 編入） 

861-1、871-1、872-2、886-1 

多伎・Ａ－３ 608-（い）林班小分班 20,21,23,24,25-1,27,27-1,35,36,37,39,40,28,29,30,31  
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

多伎・Ｂ－１ 

1．JR山陰本線 

2．市道後谷線 

3．後谷川、瀧ヶ谷川 

4．609-(に),(は)各林班の境界分岐点 

5．609-(ろ)林班小分班 51,55 

6．610-(い)林班分班 9,37,38,40,36,35、610-(ろ）林班小分班 4,20,21,28 

7．沖代川 

8．岐久小学校、敷地と農地の境界線 

9．市道大西線 

10．多伎中学校敷地と農地との境界線 

11．市道多伎学校線 

12．市道多伎神社線 

13．市道大西新線 

14．保神原川 

15．後谷川 

16． JR山陰本線 

1～16 を順次結んで囲んだ区域 

 

多伎・Ｂ－２ 

1．市道旧道線 

2．小田川 

3．JR山陰本線 

4．旧小田小学校敷地と農地との境界線 

5．市道旧道線 

  1～5 を順次結んで囲んだ区域 

 

多伎・Ｂ－３ 

1．小田川 

2．県道佐田小田停車場線 

3．菅沢川 

4．市道菅沢線 

5．市道菅沢支線 

6．旧菅沢農道 

7．623-(い)林班小分班 52,53,55,60,61 と農地との境界線 

8．県道佐田小田停車場線 

9．小田川 

1～9 を順次結んで囲んだ区域 

 

多伎・Ｂ－４ 1．小田東港臨港道路  
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

2．海岸 

3．小田 664、旧赤線、青線道路、695-1 

4．小田東港臨港道路 

5．国道 9号線 

6．小田 674-5番地先旧青線水路との境界線 

7．624-(い)林班小分班 3 と農地との境界線 

8．市道山の空～後畑線 

9．624-(い）林班小分班 9,10,11 と農地との境界線 

10．後畑農道 

11．市道山の空～後畑線 

12．624-(い・ろ）各林班の境界線および、624-(ろ)林班と 625-(い)林班との境界線 

13．625-(ろ)林班と 626-(ろ)林班との境界線 

14．625-(ろ)林班小分班 8,4,18,15,8,7  

15．624-(い)林班小分班 3,30,31,29,24,22,18 

16．市道山の空～後畑線、御茶屋場川 

17．小田 716-2、旧青線水路 

18．国道 9号線    

   1～4 を順次結んで囲んだ区域及び 5～18 を順次結んで囲んだ区域 

多伎・Ｂ－５ 

1．市道頭名線 

2．小田川 

3. 612-(い）林班小分班 12,11,10,6,8,5,4,3,2,1-1 と農地との境界線 

4．小田川 

5．市道頭名線 

1～5 を順次結んで囲んだ区域 

 

多伎・Ｂ－６ 

（H 3.9.18編入） 

 小田 194-1、193-1、192-1、191-1、218-3、189-1、188、218-4、218-1、218-5、

219-1、187-1 

（H 3.9.19編入） 

217-1、217-3、216-1、180-1、178、182-1、183-1、184、185-1、162-2、220-1、 

220-4、221-1、221-2、221-3、223-1、224、225-1、226-1、228、227-1、229、 

230、234、235-1、190-1  

 

多伎・Ｂ－７ 

（H 9.12.5編入） 

   小田  1810-1、1811-1、1811-3、1811-5、1806-2、1793-1、1794-1、1788-1、

1822-2、1822-1、1825-4、1825-1 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

   多岐 988-1、990-1、991-1、1187-1、1187-5、1187-4、1032-1、1033-1、1041-2、

1054-3、1055-1、1057-1、1069-2、1068-2、1071-1、1074-1、1078-1、1080-1、

1632-1、1628-1、1630-1 

久村 44-3、49、47-1、47-5、27-1、19-1、21-1、17-1、14-3、10-1、5-1、2-1、 

46-1 

（H13.3.15編入） 

   小田 1809-1、1809-3、1804-4、1805-5、1797、1795-10、2159-1、1821-2 

   多岐 998-1、998-4、998-5、1000-1、1000-4、1000-5、999-1、1080-2 

   久村 6-2 

多伎・Ｃ－１ 

1．市道塚之尾谷～小田余草線 

2．農道小谷線 

3．農道余草支線 

4．林道殿原線 

5．市道塚之尾谷～小田余草線 

6．629-（ろ）林班小分班 18-1 

7．629-（い）林班小分班 18,20 

8．市道塚之尾谷～小田余草線 

9．630-（ろ）林班小分班 3,4,8 との境界線 

10．市道赤谷線 

11．630-（い）林班小分班 33,31 と農地との境界線 

12．平畑川上流 

13．630-（い）林班小分班 21-3,22,23,27,28,29 と農地との境界線 

14．630-（ろ）林班小分班 19,20,18,17,11 

15．市道赤谷線 

16．630-（ろ）林班小分班 32,33,34,35 と農地との境界線 

17．630-（は）林班小分班 7,11,12,13,27-1 と農地との境界線 

18．赤谷川支線 

19．市道赤谷線 

20．市道朝畑線 

21．630-（は）林班小分班 16,17,13～15の南側境界線 

22．629-（ろ）林班小分班 19,20,21,22,23,24 と農地との境界線 

23．市道塚之尾谷～小田余草線 

24．林道殿原線 

25．629-（ろ）林班小分班 40 と農地との境界線 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

26．余草川 

27．戸井ヶ廻川 

28．市道塚之尾谷～小田余草線 

1～28 を順次結んで囲んだ区域 

多伎・Ｃ－２ 

1．県道田儀山中大田線 

2．634-（は）林班小分班 33 と奥田儀の字界 

3．田儀川 

4．口田儀、奥田儀の字界 

5．市道川向線 

6．635-（ろ）林班小分班 17,25 と農地との境界線 

7．市道川向線 

8．635-（ろ）林班小分班 17,25 と農地との境界線 

9．市道川向線 

10．田儀川 

11．塚尾谷川 

12．県道田儀山中大田線 

13．市道机田線 

14．市道風穴三本松線 

15．市道田儀小学校線 

16．県道田儀山中大田線 

   1～16 を順次結んで囲んだ区域に次の土地を加える 

（H13.3.15編入） 

1221-2、1253-1、1257-1、1256-1、1247-6、1240-1、1240-2、1244-1、1232-5、 

1220-2、1262-3、1230-1、1203-1、1204-2 

 

多伎・Ｃ－３ 

1．県道田儀山中大田線 

2．宮本川 

3．640-（い）林班小分班 21,22,29,27,28,30,34,35,36,41-1,42,41-3,43,45 と農地との境

界線 

4．宮本川 

5．640-（ろ）林班小分班 26,27 と農地との境界線 

6．宮本川 

7．市道宮本線 

8．649-（い）林班および 649-（ろ）林班と農地との境界線 

9．650-（い）林班小分班 1,2-1,3,4,7 と農地との境界線 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

10．県道田儀山中大田線 

11．650-（い）林班小分班 8,10～14,38,39,22,24,28 と農地との境界線 

12．宮本川 

13．市道大須線 

14．651-（は）林班小分班 4,2,5,6,8,9-1 と農地との境界線 

15．市道大須線 

16．大須川 

17．市道山郡線 

18．657-（い）林班小分班 6,7,7-1,7-2,8,9,6-4,10,11,13,15,16,17,17-1,18と農地との境

界線 

19．大須川 

20．県道田儀山中大田線 

21．657-（ろ）林班小分班 1-2,6,4 と農地との境界線 

22．657-（ろ）10-11,12,5,22,23 

23．657-（ろ）21-1,17-1,17-2 と農地との境界線 

24．大田市境 

25．県道田儀山中大田線 

26．大田市境 

27．神原川 

28．658-（い）林班小分班 1-1,3,4,5,10,11 

29．659-（い）林班のうち、54,56,57 を除く農地との境界線 

30．市道川向線 

31．口田儀の字界 

32．田儀川 

33．県道田儀山中大田線 

 1～33 を結んで囲んだ区域 

多伎・Ｃ－４ 

1．市道大須山口線 

2．652-（ろ）林班小分班 8,11,11-1,23,24,25,28,29 と農地の境界線 

3．市道大須山口線 

4．大須川 

5．市道大須山口線 

  1～5 を順次結んで囲んだ区域 

 

湖陵・Ａ－１ 
簸川南広域農道、市道常楽寺柿の木田線、市道奥の谷線、常楽寺 226-3、225-2、

御領田上通用水路、常楽寺 49-1から常楽寺川を経て、畑村境界、市道三部常楽寺
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

畑線を順次結んで囲んだ区域 

湖陵・Ａ－２ 

常楽寺との境界線、畑村 1433、1404、1401、83-1、84 より下畑用水路、117-1、119

より下畑用水路、市道中畑水源地線、亀割橋を経て、林道毛津線、畑村 324-2へ続

く農道、畑村 287 を経て市道中谷第 1 支線へ続く農道、市道中谷第 1 支線、市道中

谷線、市道中谷第 2 支線、主要地方道湖陵掛合線、市道三部常楽寺畑線を順次結

んで囲んだ区域 

 

湖陵・Ａ－３ 

畑村 616番地 4、616-2、1249、1248、601-1、1246、1291-1番地より市道畑乙立線、

農道沿いに 499、495番地より竹の向農道、市道畑乙立線交点より 523、528-1、532

替の木水路 537-1、1306、541、1303、537、農道沿いに 1299-2より 561-3宅へ通ず

る農道を 561-1、571 市道畑乙立線 583 番地、580、578、573、575、699 県道沿いに

722 番地 723、724、725、730、1439、748、市道大鳥線、市道迫線支線、市道迫線を

順次結んだ区域 

 

湖陵・Ａ－４ 

ＪＲ山陰本線、市道倉道線、市道三部畑線、三部 651 番地、山田用水路、666-1、

667、山田川、670-1、671-4、松川池用水路、686-1、簸川南広域農道から主要地方

道湖陵掛合線沿いに 698-1、701、山田川、712、711 から山田農道、県道湖陵掛合

線を順次結んで囲んだ区域 

 

湖陵・Ａ－５ 

ＪＲ山陰本線、県道多伎江南出雲線、市道三部児童公園線、三部 1279-1、1275、

617-9、主要地方道湖陵掛合線、市道三部砂子大池線、市道砂子公会堂線、市道

清崎線、主要地方道湖陵掛合線、三部 1396-55、西神西町境を順次結んで囲んだ

区域 

 

湖陵・Ａ－６ 

市道三部砂子大池線、市道安原姉谷線、三部 1080-11より 1074-1に至る用水路か

ら市道安原姉谷線へ、二部826-1から市道松崎谷線、只谷農道、只谷用水路、二部

862 に至る農道から市道松崎谷線、二部境、市道姉谷南側線、県道多伎江南出雲

線、市道安原中島線を順次結んで囲んだ区域 

 

湖陵・Ａ－７ 

県道多伎江南出雲線、市道姉谷北側第１支線、市道姉谷北側線、市道宝願寺前

線、県道多伎江南出雲線、林道宮の谷線、607-1、姉谷川、市道宮ノ谷第２支線、第

１支線、簸川南広域農道、市道井瀬の谷線、市道井瀬の谷第 1 支線、市道井瀬の

谷線、市道姉谷南側線、市道姉谷平木線、二部 224-1、217-1、二部 170 より 101-1

に至る水路、小森田用水路、市道姉谷南側線、三部境を順次結んで囲んだ区域 

 

湖陵・Ａ－８ 

市道三部砂子大池線､市道砂子後谷線､市道清水湖畔線、二部 1874-1 から

1881-2､1870､市道砂子後谷線､二部 2245､2252 から 2254 まで､2263-1､蓮池用水

路､市道砂子後谷線､2305-3 から 2369-1､2368-1 から 2344-1､市道砂子後谷線､

2370-1、2371-1､2374-1より 2224-1に至る用水路､2221-1より 2217-1まで､市道八

郎ヶ廻支線、市道八郎ヶ廻線､市道姉谷大池線、二部 2088-1より市道林谷支線、市
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

道林谷線、後谷川､市道松崎谷線、二部 943、935 に至る水路、二部 935、945、市道

砂子後谷第 1支線、二部 1007-1より 1110に至る水路、二部 1019、1020、市道清水

湖畔線、市道小学校跡地を順次結んで囲んだ区域 

湖陵・Ａ－９ 
市道三部常楽寺畑線、簸川南広域農道、市道常楽寺神西線、西神西町境、三部

571-1、574-3、市道駅前線、県道多伎江南出雲線を順次結んで囲んだ区域 
 

湖陵・Ｂ－５ 

市道川向中央線、差海 1597-2、1573-1、1572、1570、市道蛇島川前線から 1495-1

へ続く道、簸川西広域農道、差海 1237 から西神西町境、市道奥東北線、市道川向

北線、市道川向中央線を順次結んで囲んだ区域 

 

湖陵・Ｂ－６ 
市道蛇島東線を起点に、市道川向北線、市道差海東線、市道川向中央線を順次結

んで囲んだ区域 
 

大社・Ａ 

大社町遥堪と平野町との境界線、大社町遥堪と常松町との境界線、大社町遥堪と

江田町との境界線、大社町遥堪と八島町との境界線、大社町入南と八島町との境

界線、大社町入南と浜町との境界線、古内藤川右岸、都市計画の用途区域、国道

431号線との境界線を順次結んで囲んだ区域 

 

大社・Ｂ 

古内藤川左岸、大社町入南と浜町との境界線、浜山公園及び浜山保安林と農用地

との境界線、大社町中荒木と浜町との境界線、大社町中荒木と松寄下町との境界

線、大社町中荒木と荒茅町との境界線、市道構 18 号線、市道浜根線、県道大社立

久恵線、都市計画の用途区域との境界線を順次結んで囲んだ区域 

 

大社・Ｃ－１ 

都市計画の用途区域との境界線、県道大社立久恵線、市道浜根線、市道構 18 号

線、大社町中荒木と荒茅町との境界線、大社町中荒木と西園町との境界線、市道

八通線、市道四軒家１号線、主要地方道大社日御碕線、市道川方線、堀川左岸を

順次結んで囲んだ区域 

 

大社・Ｃ－２ 

八通山林の西外かく線、大社町中荒木と西園町との境界線、大社町杵築西と西園

町との境界線、湊原保安林の東外かく線、主要地方道大社日御碕線を順次結んで

囲んだ区域 

 

斐川・Ａ－１ 

1. 県道平田荘原線 

  2. 県道出雲空港線 

  3. 主要地方道斐川一畑大社線 

  4. 新川中央用水路 

  5. 市道空港西道路 

  6. 県営出雲空港と農地の境界線 

  7. 宍道湖湖岸堰堤 

  8. 斐川町坂田と島村町の境界線 

  9. 斐伊川右岸堤を順次結んで囲まれた区域 
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地区・区域番号 参考（区域の表示） 備考 

斐川・Ａ－２ 

1. 県道平田荘原線 

  2. 県道出雲空港線 

  3. 高瀬川 

  4. 段原農道 

  5. 直江高瀬川 

  6. 一般国道 9号 

  7. 県道十六島直江停車場線 

  8. 斐伊川右岸堤を順次結んで囲まれた区域 

 

斐川・Ａ－３ 

1. 県道十六島直江停車場線 

  2. 一般国道 9号 

  3. 旧国道 

  4. 県道木次直江停車場線 

  5. ＪＲ山陰本線 

  6. 直江高瀬川 

7. 清和道路 

8. 25-(い)林班と農地の境界線 

  9. 25-(ろ)林班と農地の境界線 

10. 町道新川開拓地区外幹線 

11. 間樋川 

 12. 直江高瀬川 

 13. 斐伊川右岸堤を順次結んで囲まれた区域 

 

斐川・Ｂ－１ 

1. 市道荘原新田線 

  2. 主要地方道斐川一畑大社線 

  3. 新川中央用水路 

  4. 市道空港西道路 

  5. 県営出雲空港と農地の境界線 

  6. 宍道湖湖岸堰堤 

  7. 出雲市と松江市の境界線 

  8. 一般国道 9号 

  9. 学頭 337-1 と荘原町 317 を結んだ線 

 10. 新建川 

 11. 市道塗屋道路を順次結んで囲まれた区域 
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斐川・Ｂ－２ 

1. 一般国道 9号 

  2. 出雲市と松江市の境界線 

  3. 学頭 1816 と 1817-6 を結んだ線 

  4. 学頭 1817-6 と 1826-5 を結んだ線 

  5. 市道出口北道路   

6. 恵比須田川 

  7. 学頭 1492-4 と 1491-1 を結んだ線 

  8. 市道四岐線   

9. 市道学頭大竹線 

 10. 市道七日市線  

11. 農道東酒店線 

 12. ＪＲ山陰本線  

13. 市道四岐線 

 14. 七日市川    

15. 市道荘原町東線 

 16. 新石川 

 17. 学頭 342-1 と 335-2 を結んだ線を順次結んで囲まれた区域 

 

斐川・Ｂ－３ 

1. 出雲市と松江市の境界線 

  2. 2-(い)林班と農地の境界線 

  3. 2-(は)林班と農地の境界線 

  4. 5-(い)林班と農地の境界線 

  5. 5-(ろ)林班と農地の境界線 

  6. 6-(い)林班と農地の境界線 

  7. 4-(に)林班と農地の境界線 

 

斐川・Ｂ－４ 

1. ＪＲ山陰本線   

2. 七日市川 

  3. 7-(い)林班と農地の境界線 

  4. 6-(い)林班と農地の境界線 

5. 7-(ろ)林班と農地の境界線 

6. 7-(は)林班と農地の境界線 

  7. 7-(に)林班と農地の境界線 

  8. 8-(い)林班と農地の境界線 

  9. 8-(ろ)林班と農地の境界線 

 10. 9-(い)林班と農地の境界線 
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 11. 11-(ろ)林班と農地の境界線 

 12. 12-(い)林班と農地の境界線 

 13. 12-(ろ)林班と農地の境界線 

 14. 14-(い)林班と農地の境界線 

 15. 14-(ろ)林班と農地の境界線 

 16. 15-(い)林班と農地の境界線 

 17. 15-(ろ)林班と農地の境界線 

 18. 16-(い)林班と農地の境界線 

 19. 羽根川    

20. 市道坂田阿宮線 

 21. 17-(い)林班と農地の境界線 

 22. 17-(ろ)林班と農地の境界線 

 23. 18-(い)林班と農地の境界線 

 24. 18-(ろ)林班と農地の境界線 

 25. 20-(ろ)林班と農地の境界線 

 26. 21-(い)林班と農地の境界線 

 27. 22-(い)林班と農地の境界線 

 28. 22-(ろ)林班と農地の境界線 

 29. 23-(い)林班と農地の境界線 

 30. 23-(ろ)林班と農地の境界線 

 31. 26-(ろ)林班と農地の境界線 

 32. 26-(は)林班と農地の境界線 

 33. 27-(い)林班と農地の境界線 

 34. 27-(ろ)林班と農地の境界線 

35. 28-(い)林班と農地の境界線 

 36. 28-(ろ)林班と農地の境界線 

 37. 28-(は)林班と農地の境界線 

 38. 29-(い)林班と農地の境界線 

 39. 29-(ろ)林班と農地の境界線 

 40. 30-(は)林班と農地の境界線 

 41. 30-(い)林班と農地の境界線 

 42. 30-(ろ)林班と農地の境界線 

 43. 31-(い)林班と農地の境界線 

 44. 31-(ろ)林班と農地の境界線 
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 45. 32-(い)林班と農地の境界線 

 46. 十名井出川     

47. 龍王谷川 

 48. 農道中出西山手線 

 49. 斐伊川右岸堤   

50. 裏川 

 51. 出西高瀬川   

52. 新建川 

 53. 市道御井神社線 

 54. 市道新川南線 

 55. 市道荘原町西道路 

 56. 市道中川機場線 

 57. 荘原町 279-2 と学頭 293-1 を結んだ線 

 58. 市道北灘西谷線 

 59. 市道三体畷を順次結んで囲まれた 

斐川・Ｂ－５ 

1. 県道木次直江停車場線 

  2. 33-(い)林班と農地の境界線 

  3. 34-(い)林班と農地の境界線 

  4. 34-(ろ)林班と農地の境界線 

  5. 35-(い)林班と農地の境界線 

  6. 36-(い)林班と農地の境界線 

  7. 39-(い)林班と農地の境界線 

  8. 37-(い)林班と農地の境界線 

  9. 38-(い)林班と農地の境界線 

 10. 40-(い)林班と農地の境界線 

 11. 41-(い)林班と農地の境界線 

 12. 42-(い)林班と農地の境界線を順次結んで囲まれた区域 

 

斐川・Ｂ－６ 
学頭   1-(い)、2-(は)、4-(ろ)、5-(い)、8-(ろ)林班 

     5-(ろ)林班小分班 10,14～36、3-(ろ)、5-(は) 

 

斐川・Ｂ－７ 神庭   12-(ろ)、14-(い)、14-(ろ)林班  

斐川・Ｂ－８ 

三絡  15-(い)、15-(ろ)、16-(い)、16-(ろ)、19-(い)、19-(ろ)、19-(は)、 

     20-(い)林班 

 昭和６１年島根県告示第４３８号により定められた出雲都市計画用途地域内あ

る土地は除外する。 
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斐川・Ｂ－９   

  直江町 20-(ろ)、22-(い)、22-(ろ)、26-(は)、27-(ろ)林班 

     26-(ろ)林班小分班 1～6,11,12,17,19,20,23～25,30～35,37,38,40, 

42,44,45,50,57,59,65 

          27-(い)林班小分班 11,13,19,20,25,33,34,36～39,44,45,48～52, 

          54～68,72,75 

 

斐川・Ｂ－１０ 
  出西    30-(は)、31-(い)、31-(ろ)、32-(い)、32-(ろ)、30-(い)、30-(ろ)

林班 

 

斐川・Ｂ－１１  阿宮 下阿宮 36-(い)、37-(い)、38-(い)、40-(い)林班  

斐川・Ｂ－１２   阿宮 上阿宮 42-(い)林班  

 

イ 現況森林、原野等に係る農用地区域 

 なし 

 

（２）用途区分 

 地図に記載する。 

 


